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管理不全空家空地対策にかかる初動対応（現地調査等）業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務名称 

２ 業務内容に関する事項 

（１） 事業目的と概要 

（２） 業務内容 

（３） 事業規模（契約上限額） 

（４） 契約期間 

３ 契約に関する事項 

（１） 契約の方法 

（２） 委託料の支払い 

（３） 契約書案 

（４） 契約保証金の納付 

４ 応募資格、必要な資格・許認可等 

５ スケジュール 

６ 応募手続き等に関する事項 

（１） 参加申込 

（２） 質問・回答 

（３） 企画提案 

７ 選定に関する事項 

（１） 評価基準 

（２） 選定方法 

（３） 選定委員会によるヒアリング 

（４） 失格事由 

（５） 選定結果の通知および公表 

（６） 契約の締結 

８ その他 

（１） 留意事項 

（２） 事務局（問い合わせ先） 
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１ 業務名称 

管理不全空家空地対策にかかる初動対応（現地調査等）業務 

２ 業務内容に関する事項 

（１）事業目的と概要 

本業務は、各区地域協働課で受けた管理不全空き家・空き地に関する通報について、空家等対策

の推進に関する特別措置法（以下、「空家特措法」という）及び神戸市空家空地対策の推進に関す

る条例（以下、「空家空地条例」という）に基づく指導等の措置に関し、初動対応として、各区ま

ちづくり課職員に代わり、現地確認・所有者調査・文書送付を行い、結果を報告することで、効

果的かつ円滑に初動対応を進めることを目的とする。 

（２）業務内容 

別紙「仕様書（案）」のとおり。 

（３）事業規模（契約上限額） 

金 96,000,000 円（消費税および地方消費税を含む） 

（４）契約期間 

契約締結日 から 令和８年３月 31 日 まで 

３ 契約に関する事項 

（１）契約の方法 

神戸市契約規則（昭和 39 年規則第 120 号）の規定に基づき、委託契約を締結する。契約内容は本市

と協議のうえ、仕様書および企画提案書に基づき決定する。なお、契約の締結に際し、万が一、応募

書類の記載内容に虚偽の内容があった場合は、契約締結をしないことがある。 

（２）委託料の支払い 

業務完了後、本市の検査を経て、受託者の請求に基づき支払うこととする。なお、分割払いの頻度や

時期等については契約締結前に協議を行う。 

（３）契約書案 

別紙「委託契約書（頭書）」および「委託契約約款」を参照 

（４）契約保証金の納付 

受託者は、契約締結と同時に、委託料の 100 分の３以上の契約保証金を納付しなければならない。た

だし、本市においてその必要がないと認めた場合は、この限りではない。 

４ 応募資格、必要な資格・許認可等 

本プロポーザルに応募する事業者（以下、「応募者」という。）は、参加申込から契約締結までの間を通

して、次に掲げる条件のすべてに該当すること。なお、複数の事業者により構成される共同企業体が応

募する場合は、その構成員すべてが次に掲げる条件のすべてに該当すること。 

①地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しないものであること。 

②神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱（平成 22 年５月 26 日市長決定）第 5 条に該当

しないこと。 
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③国税及び地方税について未納の税額がないこと。 

④神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月 15 日市長決定）に基づく指名停止を受けていないこと。 

⑤本業務の実施のために事業許可や資格等が必要な場合は、これらを有するまたは有する者を雇用して

いること。 

５ スケジュール 

①募集開始        令和５年３月 27 日（月曜） 

②参加申込・質問の期限  令和５年 4 月 11 日（火曜）17 時 

③質問に対する回答    令和５年 4 月 21 日（金曜）※予定 

④企画提案の期限     令和５年 5 月 11 日（木曜）17 時 

⑤選定委員会       令和５年５月 23 日（火曜）※予定 

⑥選定結果の通知・公表  令和５年５月下旬 ※予定 

⑦契約締結・業務開始   令和５年 7 月初旬 ※予定 

⑧業務完了        令和８年３月 31 日（火曜） 

６ 応募手続き等に関する事項 

（１）参加申込 

ア 受付期間 令和５年３月 27 日（月曜） から 令和５年４月 11 日（火曜）17 時 まで 

イ 提出書類 ①参加申込書 兼 誓約書（様式第 1 号） 

     ②法人登記簿謄本または登記事項証明書の写し（発行日から 3 か月以内のもの） 

     ③企業概要がわかる資料 

（社会貢献評価項目（（7.(1) 評価基準⑦参照）が確認できる書類（直近の「障害者雇

用状況報告書」等）を含む） 

ウ 提出方法 事務局に E メールで送信（anzensuishin@office.city.kobe.lg.jp） 

（２）質問・回答 

ア 受付期間 令和５年３月 27 日（月曜） から 令和５年４月 11 日（火曜）17 時 まで 

イ 提出書類 質問書（様式第２号） 

ウ 提出方法 事務局にＥメールで送信（anzensuishin@office.city.kobe.lg.jp） 

エ 回答方法 応募者すべてに対して、令和５年４月 21 日（金曜）までにＥメールにより回答 

（３）企画提案 

ア 受付期間 令和５年３月 27 日（月曜） から 令和５年５月 11 日（木曜）17 時 まで 

イ 提出書類 ①企画提案書（PDF 形式／様式自由） 

     ②見積書（様式自由） 

ウ 提出方法 事務局にＥメールで送信（anzensuishin@office.city.kobe.lg.jp） 
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エ 提案事項 

企画提案書には必ず次の提案をすべて盛り込み、提案の有効性を示す根拠を交えて説明すること。

なお、企画提案に基づき実施する業務に伴う一切の経費は委託料に含まれるものとし、本市は委

託料以外の費用を負担しない。 

① 本業務に対する考え方、実施方針 

本業務に対して、どのような認識を持ち、どのような目的（ミッション）を持って取り組む

か、記載してください。 

② 本業務にかかる実施体制・支援体制 

管理不全空家空地の各区に寄せられる通報・相談数は季節変動が大きいため、安定的に業務を実

施できること、また市民からの相談・通報に対して可能な限り迅速に対応できるように適切に人

員配置を行う必要がある。【人員配置】 

案件ごとに個人情報を取り扱うが、その管理に万全を期する必要がある。また、現地調査時に近

隣住民とのやりとりが想定されるが、万が一トラブルが生じた場合の迅速で適切な対応（本市へ

の報告等）が必要とされる。それらのリスク管理について適切な体制構築が必要となる。【リスク

管理体制】 

空家空地確認票の作成や所有者調査業務、文書送付業務について、内容の正確性を確保するため、

内部での適切なチェック体制が必要となる。【チェック体制】 

主に上記の観点から、本業務にかかる実施体制・支援体制について、具体的に提案してください。 

③ 経験（類似業務の受託実績）や本業との親和性 

本受託業務のような、フィールド業務や事務作業の受託実績。他都市や本市における類似業

務の受託実績。また本受託業務について、本業での知識・経験を、本業務を遂行する上でど

のような点で活かすことが可能か、具体的に提案してください。 

④ その他、提案のセールスポイント 

本業務を受託することで、本市の管理不全空家空地対策に対して寄与できる点について、具

体的に提案してください。 

 

⑤ 提案見積と積算根拠 
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７ 選定に関する事項 

（１）評価基準 

次に示す観点・配点により評価する。 

①業務内容の理解度、業務目的（ミッション）の具体性【10 点】 

②本業務を効率的かつ安定的に業務を遂行できるような、人員配置やリスク管理体制、チェック体制

が取られているか。【20 点】 

③類似業務の受託実績（受託内容・経験年数等）や本業との親和性を踏まえて、本業務の遂行能力の

高さを期待できるか。【20 点】 

④ ①～③以外の点で、独自に本市の管理不全空家空地対策に対して寄与できる点があるか。【10

点】 

⑤見積費用の経済性及び費用積算根拠の妥当性【20 点】 

⑥応募者は、本店を神戸市内に有する者（以下、「地元企業」という。）または支店・営業所等を神戸

市内に有する者（以下、「準地元企業」という。）か。【地元企業 10 点／準地元企業５点／それ以外

０点】 

⑦＜社会貢献評価項目＞就職困難者への就業支援として、障害者雇用義務のある事業主（従業員 50 人

以上の事業者）に対しては法定雇用率（2.0％）を達成していること、障害者雇用義務のない事業主

においてもそれに準じた取り組みをおこなっている（障害者雇用率制度における雇用障害者数１名

以上）か。【10 点】 

（２）選定方法 

「管理不全空家空地対策にかかる初動対応（現地調査等）業務 契約候補者選定委員会」（以下、「選

定委員会」という。）において、提出書類およびヒアリングの内容を基に評価し、点数が最も高い応募

者を本業務の契約候補者として選定する。 

なお、点数が最も高い応募者が複数いる場合は、（１）のうち①～⑤の点数の合計がより高い方を優先

し、その合計も同点の場合はくじ引きにより決定する。 

（３）選定委員会によるヒアリング 

ア 開催日時 令和５年５月 23 日（火曜）※予定 

イ 開催方法 対面またはオンライン形式 

（４）失格事由 

次のいずれかに該当した応募者は、選定対象から除外する。 

①選定委員会の委員長または委員に対して、直接・間接を問わず、故意に接触を求めること。 

②契約候補者の選定までの間に他の応募者と企画提案の内容またはその意思について相談を行うこと。 

③契約候補者の選定までの間に他の応募者に対して企画提案の内容を意図的に開示すること。 

④提出書類に虚偽の記載を行うこと。 

⑤その他、評価に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。 

（５）選定結果の通知および公表 

契約候補者の選定後すみやかに、すべての応募者に評価結果および選定結果を通知する。また、本市

ホームページにおいて、契約候補者名および各応募者の点数等を公表する。 
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（６）契約の締結 

本市と契約候補者は、企画提案内容等を踏まえて仕様書や契約条件を協議したうえで、契約を締結す

る。ただし、契約候補者と契約締結に至らなかった場合は、選定委員会において点数が次に高かった

応募者を新たな契約候補者として手続きを行う。 

８ その他 

（１）留意事項 

▪参加申込以降に本プロポーザルへの応募を辞退する場合は、すみやかに「辞退届（様式第３号）」を

提出する。 

▪本プロポーザルの応募に要する費用（資料作成費・通信費・交通費等）は、応募者の負担とする。 

▪受付期間終了後の提出および差し替え等は認めない。 

▪提出書類は返却しない。 

▪提出書類は、神戸市情報公開条例（平成 13 年条例第 29 号）に基づき、非公開情報（個人情報、法

人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象となる。 

▪提出書類は、応募者に無断で、本業務の契約候補者の選定以外の目的には使用しない（神戸市情報

公開条例に基づく公開を除く）。 

（２）事務局（問い合わせ先） 

神戸市 建築住宅局 建築指導部 安全対策課 

所在地   〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通 2-1-30 三宮国際ビル５階 

電話番号  078-595-6574 

FAX 番号 078-595-6660 

Ｅメール  anzensuishin@office.city.kobe.lg.jp 


